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幼稚園型認定こども園山崎幼稚園の利用定員の設定について 

 

１ 概要について 

現在、山崎幼稚園は施設型給付を受けない幼稚園として昭和４４

年２月１７日から学校法人山崎学園によって運営されていますが、

令和８年４月１日より幼稚園型認定こども園に移行する予定となっ

ております。 

幼稚園型認定こども園は認定こども園の類型の一つで、施設型給

付の対象となります。 

・対象年齢は０～５歳児です。 

・３つの類型があり、認可の根拠法令が異なります。幼稚園は学校

教育法、保育所は児童福祉法に基づきます。 

①幼保連携型：幼稚園（学校）＋保育所（児童福祉施設） 

②幼稚園型：幼稚園（学校）＋保育所機能 

③保育所型：幼稚園機能＋保育所（児童福祉施設） 

 

２ 施設型給付費に係る確認について 

市町村長によって施設型給付費の支給に係る施設（＝特定教育・保

育施設）として確認された事業者は、施設型給付費を受けることがで

きます。（子ども・子育て支援法第２７条第１項） 

この「確認」では利用定員を定め、島本町長が行うこととなってお

ります。（同法第３１条第１項） 

島本町長が当該規定により特定教育・保育施設の利用定員を定め

ようとするときは、島本町子ども・子育て会議その意見を聴かなけれ

ばならないと定められています。（同法第３１条第２項） 

  そのため、今回委員の皆様にご意見をお伺いするものです。 
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３ 施設型給付費に係る確認について 

⑴ 施設型給付費の支給 

市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の

有効期間内において、市町村長（略）が施設型給付費の支給に係る

施設として確認する教育・保育施設（略）から当該確認に係る教育・

保育（略。）を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当

該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対

し、当該特定教育・保育（略）に要した費用について、施設型給付

費を支給します。（子ども・子育て支援法第２７条第１項） 

⑵ 確認に係る利用定員の設定 

第２７条第１項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・

保育施設の設置者（略）の申請により、次の各号に掲げる教育・保

育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分

ごとの利用定員を定めて、市町村長が行います。（子ども・子育て

支援法第３１条第１項） 

⑶ 意見の聴取 

市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員 

を定めようとするときは、第７２条第１項の審議会その他の合議制

の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合に

あっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の

意見を聴かなければなりません。（子ども・子育て支援法第３１条

第２項） 
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■幼稚園型認定こども園山崎幼稚園の概要（予定） 

設置者 学校法人 山崎学園 

施設名 幼稚園型認定こども園 山崎幼稚園 

所在地 島本町山崎五丁目３番１号 

種類 幼稚園型認定こども園 

開始予定日 令和８年４月１日 

 

① 認可定員（予定） 

認定区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定    100 100 100 300 

２号認定    20 20 20 60 

３号認定 0 8 12    20 

 

② 利用定員（令和８年４月１日時点） 

認定区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定    100 100 100 300 

２号認定    20 20 20 60 

３号認定 0 8 12    20 

 

③ 令和８年４月１日時点入所児童見込数（令和８年３月２３日時点） 

認定区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定    44 45 54 143 

２号認定    8 4 7 19 

３号認定 0 3 5    8 

 

山崎幼稚園については、令和７年度まで施設型給付を受けない（旧

制度の）幼稚園として運営をされてきましたが、定員についてはこれ

までも計３８０人であり、施設全体として定員を増加又は減少させる

ものではなく、定員の一部を保育の必要性のある児童が利用できる枠

として設定されるものです。 


